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 活 動 計 算 書  

(特)ENNOVA OKAYAMA 

自平成25年10月1日至平成26年9月30日 

（単位： 円） 

 

【経  常  収  益】    

入   会   金 5,000   

会             費 104,000   

受 取 助 成 金 3,559,475   

事   業   収   益 5,824,241   

受   取   利   息 30   

雑     収     入 1,000  9,493,746 

    

【事    業    費】    

運   営   費  2,611,318   

出   演   費 3,781,810   

会   場   費  102,855   

舞   台   費 2,060,000   

謝  金・日  当 167,000  8,722,983 

    

【管    理    費】    

給  料   手  当 660,000   

事 務 用 消 耗 品 費 12,807   

通   信   費 32,620   

雑              費 103,968  809,395 

当期経常増減額    △38,632 

税引前正味財産増減額     △38,632 

当期正味財産増減額    △38,632 

前期繰越正味財産額    262,273 

次期繰越正味財産額    223,641 

 

 

 

 

 

 

 

 



 貸 借 対 照 表  

(特)ENNOVA OKAYAMA 

平成26年9月30日現在 

（単位： 円） 

資  産  の  部 

【流 動 資 産】    

現       金 20,000   

普  通  預  金 403,899   

未  収  入  金 1,022,000   

流 動 資 産 計    1,445,899 

資 産 の 部 計    1,445,899 

負 債 の 部 

【流 動 負 債】    

買   掛   金 802,258   

未   払   金 420,000   

流 動 負 債 計    1,222,258 

負 債 の 部 計    1,222,258 

正 味 財 産 の 部 

【正 味 財 産】    

前期繰越正味財産額 262,273   

当期正味財産増減額 △38,632   

正 味 財 産 計    223,641 

正味財産の部計    223,641 

負債及び正味財産合計    1,445,899 

 

 

 

 

 



 財 産 目 録  

(特)ENNOVA OKAYAMA 

平成26年9月30日現在 

（単位： 円） 

資  産  の  部 

【流 動 資 産】    

現       金 20,000   

普  通  預  金 403,899   

未  収  入  金 1,022,000   

流 動 資 産 計    1,445,899 

資 産 の 部 計    1,445,899 

負 債 の 部 

【流 動 負 債】    

買   掛   金 802,258   

未   払   金 420,000   

流 動 負 債 計    1,222,258 

負 債 の 部 計    1,222,258 

正 味 財 産 の 部 

【正 味 財 産】    

前期繰越正味財産額 262,273   

当期正味財産増減額 △38,632   

正 味 財 産 計    223,641 

正味財産の部計    223,641 

負債及び正味財産合計    1,445,899 

 

 

 

 

 

 



  個 別 注 記 表   

 

 

  

(特)ENNOVA OKAYAMA                                                           

 

 

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記 

計算書類の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（２０１１年１１月２０日ＮＰＯ法人会計基準協議会） 

によっています。  

収益及び費用の計上基準 

原則的な方法による 

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理  

税込方式で計上している。 

2.貸借対照表に関する注記  

会計規則１２９条２項１号により省略 

3.損益計算書に関する注記 

会計規則１２９条２項１号により省略 

4.その他の注記 

特になし 

自 平成 25 年 10 月 1 日 

至 平成 26 年 9 月 30 日 


